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一
、
は
じ
め
に

『

洞
谷
記』

は
、
瑩
山
紹
瑾（

一
二
六
四
～
一
三
二
五）

の
洞
谷
山

永
光
寺（

石
川
県
羽
咋
市）

時
代
の
記
録
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
現

在
の
と
こ
ろ
、
古
写
本
系
と
流
布
本
系
の
二
系
統
四
本
の
写
本
の
存

在
が
知
ら
れ
て
い
る
。

古
写
本
系
の
テ
キ
ス
ト
は
、
金
沢
市
大
乗
寺
所
蔵
本（
石
川
県
立

美
術
館
委
託
保
管
。
以
下
、
大
乗
寺
秘
本）

の
一
本
の
み
が
存
在
し
、

永
亨（

享）

四
年（

一
四
三
二）

の
奥
書
を
持
つ
。
一
方
、
流
布
本

系
は
金
沢
市
大
乗
寺
所
蔵
本（

同
。
以
下
、
大
乗
寺
流
布
本）

、
石
川

県
羽
咋
市
永
光
寺
所
蔵
本（

以
下
、
永
光
寺
本）

、
駒
澤
大
学
所
蔵
本

（

以
下
、
駒
大
本）

の
三
本
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
流
布
本
系
の

う
ち
、
成
立
の
経
緯
が
明
ら
か
な
の
は
、
大
乗
寺
流
布
本
の
み
で
あ

り
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
流
布
本
系
最
古
の
写
本
で
あ
り
、
永
光
寺
本

お
よ
び
、
駒
大
本
は
後
世
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る

（

１）

。

こ
れ
ら
両
系
統
を
比
較
す
る
と
、
特
に
体
裁
に
お
い
て
著
し
い
相

違
が
見
ら
れ
る
。
諸
氏
の
考
察

（

２）

に
よ
れ
ば
、『

洞
谷
記』

は
、
元
来
、

瑩
山
が
日
頃
、
事
に
触
れ
て
感
じ
た
と
こ
ろ
な
ど
を
記
し
た
手
控
え

を
雑
然
と
綴
っ
た
、
い
わ
ば
瑩
山
の
日
記
を
、
後
に
編
集
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
い
ず
れ
の
写
本
も
、
後
世
の
加
筆

あ
る
い
は
編
集
の
跡
が
見
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
後
に
手
の
加
え
ら
れ
て
い
る
部
分
を
で
き
る

限
り
抽
出
し
、『

洞
谷
記』

が
本
来
ど
の
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
か
を
、

探
っ
て
い
き
た
い
。

『
洞
谷
記』

の
原
形
に
つ
い
て

河

合

泰

弘
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二
、
古
写
本
と
流
布
本

古
写
本
系
唯
一
の
写
本
で
あ
る
大
乗
寺
秘
本
と
、
流
布
本
系
最
古

の
写
本
で
あ
る
大
乗
寺
流
布
本
の
両
写
本
の
う
ち
、
大
乗
寺
秘
本
が

よ
り『

洞
谷
記』
の
原
形
に
近
い
と
す
る
こ
と
は
、
諸
氏
の
共
通
す

る
見
解
で
あ
る

（

３）

。
そ
れ
は
、
第
一
に
文
章（

段
落）

の
排
列
、
第
二

に
年
号
の
表
記
に
お
い
て
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
の
文
章
の
排
列
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
の「

大

乗
寺
秘
本
の
段
落
排
列
表」

に
あ
る
よ
う
に
、
年
月
日
の
順
に
き
ち

ん
と
整
理
さ
れ
て
い
な
い
。そ
れ
に
対
し
大
乗
寺
流
布
本
の
排
列
は
、

ほ
ぼ
年
月
日
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
乗
寺
秘
本

が
よ
り
原
形
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
の
年
号
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
四
つ
の

段
落
で
違
い
が
見
ら
れ
る
。

即
ち
、
大
乗
寺
秘
本
で
は
、
元
亨
四
年
三
月
三
日
と
な
っ
て
い
る

も
の
が
、
大
乗
寺
流
布
本
で
は
、
正
中
元
年
三
月
三
日
に
な
っ
て
い

る
。
元
亨
四
年
も
正
中
元
年
も
と
も
に
西
暦
に
直
す
と
一
三
二
四
年

で
あ
り
、
こ
の
年
の
一
二
月
九
日
に
改
元
が
な
さ
れ
、
元
亨
が
正
中

に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
大
乗
寺
秘
本
の
元
応
三
年
の

立
春
か
ら
二
月
四
日
ま
で
の
各
段
落
は
、
大
乗
寺
流
布
本
で
は
、
元

亨
元
年
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
同
じ
く
一
三
二
一
年
の
こ
と

で
、こ
の
年
の
二
月
二
三
日
に
、元
応
か
ら
元
亨
に
改
元
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
大
乗
寺
秘
本
は
、
正
し
い
年
号
を
用
い
て

お
り
、
大
乗
寺
流
布
本
は
、
未
だ
改
元
さ
れ
て
い
な
い
日
付
の
記
事

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
元
後
の
新
し
い
年
号
を
用
い
て
お
り
、
後
に

手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
大
乗
寺

秘
本
が
よ
り
原
形
を
保
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
大
乗
寺
秘
本
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
そ
の
ま
ま
で
あ
る

と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
後
世
の
付
加
と
認
め
ら
れ
る

文
章
が
存
在
す
る
か
ら
だ
。
で
は
、
ど
の
部
分
が
そ
れ
に
該
当
す
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
大
乗
寺
秘
本
の

成
り
立
ち
か
ら
み
て
み
よ
う
と
思
う
。

〔

39〕

元
応
三
年
二
月
四
日

〔

38
②〕

元
応
三
年
立
春

〔

37〕

元
応
三
年
辛
酉
正
月
廿
八
日

〔

１〕

元
亨
四
年
甲
子
三
月
三
日

大
乗
寺
秘
本

〔

20〕

同（

元
亨
元
年）

二
月
四
日

〔

18〕

元
亨
元
年
辛
酉
立
春

〔

19〕

同（

元
亨
元
年）

正
月
廿
八
日

〔

60〕

同（

正
中
元
年）

三
月
三
日

大
乗
寺
流
布
本
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三
、
大
乗
寺
秘
本
成
立
の
経
緯

古
写
本
系
唯
一
の
写
本
で
あ
る
大
乗
寺
秘
本
は
、
次
に
挙
げ
る
奥

書
に
よ
り
、
成
立
の
経
緯
を
わ
ず
か
な
が
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
永
亨
四
年
壬
子
卯
月
廿
九
日
、
申
出
法
永
寺
菊
堂
和
尚
御

真
筆
之
御
本
而
於
禅
昌
寺
監
院
僚
而
書
写
畢

小
新
戒
比
丘
英

就
謹
白

（

拙
稿「『

洞
谷
記』

二
種
対
照（

三）」〈『

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究

所
紀
要』

三
八
号
、
一
七
八
頁
上
段〉）

こ
れ
を
み
る
と
、
大
乗
寺
秘
本
は
、
新
た
に
戒
法
を
受
け
て
比
丘
と

な
っ
た
英
就
と
い
う
者
が
、
永
享
四
年（

一
四
三
二）

に
、
法
永
寺

の
菊
堂
和
尚
に
申
し
出
て
、
禅
昌
寺
の
監
院
寮
で「
御
親
筆
之
御
本」

を
書
写
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
こ
こ
で
言
う
菊
堂
和

尚
は
、
恐
ら
く
石
川
県
法
永
寺
三
世
の
菊
堂
祖
英
の
こ
と
で
、

『
洞
谷

山
永
光
禅
寺
住
山
之
帳』（

永
光
寺
蔵）

に
よ
る
と
、
永
光
寺
の
住
持

（

輪
住
五
五
世）

も
務
め
た
明
峰
派
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
。
ま
た
こ

の
テ
キ
ス
ト
が
書
写
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
禅
昌
寺
は
、
明
峰
派
の
流

れ
を
汲
む
山
口
県
山
口
市
の
法
幢
山
禅
昌
寺（

一
三
九
六
年
開
創）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
書
写
し
た
英
就
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る

が
、
英
就
も
ま
た
、
明
峰
派
に
属
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い

（

４）

。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
底
本
は
、

「

菊
堂
和
尚
御
真

筆
之
御
本」

で
あ
り
、
大
乗
寺
秘
本
が
瑩
山
示
寂
後
の
記
録
を
含
む

こ
と
か
ら
、
瑩
山
の
真
筆
で
は
な
く
、
菊
堂
和
尚
の
書
写
し
た『

洞

谷
記』

と
理
解
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
奥
書
の
文
面
か
ら
、
そ
れ
を
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
書
写
し
た
の
が
大
乗
寺
秘
本
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。

大
乗
寺
秘
本
の
内
容
は
お
よ
そ
、
①
瑩
山
の
日
記・

随
想
、
②
侍

者
源
祖
編「

瑩
山
禅
師
語
録」

、
③
明
峰
派
と
峨
山
派
の
義
絶
時
の
訴

訟
に
関
す
る
記
録
の
三
つ
の
部
分
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る

（

５）

。
こ

の
う
ち
③
の
明
峰
派
と
峨
山
派
の
義
絶
時
の
訴
訟
に
関
す
る
記
録
は
、

明
ら
か
に
後
に
付
加
さ
れ
た
記
事
で
あ
り
、
大
乗
寺
秘
本
の
編
集
意

図
を
考
え
る
場
合
大
き
な
鍵
と
な
る
。
こ
の
部
分
は
、
大
乗
寺
秘
本

の
末
尾
に
記
さ
れ
る
、
い
わ
ば
結
び
の
一
段
で
、「

住
持
職
可
㍾帯
文

書
事

明
峰
派
峨
山
派
儀
絶
之
時
、
管
領
畠
山
方
訴
訟
目
安」

と
題

さ
れ
る
、
大
乗
寺・

永
光
寺
の
明
峰
派
と
総
持
寺・

浄
住
寺
の
峨
山

派
が
寺
位
と
永
光
寺
の
西
堂
位・

東
堂
位
を
め
ぐ
り
争
っ
て
義
絶
し

た
折
に
、
明
峰
派
側
が
領
主
畠
山
氏
へ
提
出
し
た
訴
状
と
、
そ
れ
に
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対
す
る
応
永
二
二
年（

一
四
一
五）

四
月
五
日
付
の
返
状
を
写
し
た

も
の
で
あ
る

（

６）

。
そ
し
て
、
こ
の
返
状
に
は
畠
山
氏
が
大
乗
寺
明
峰
派

側
の
訴
え
を
認
め
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
訴
訟
に
お
い
て
は
明
峰
派
側
の
正
当
性
を
証
拠
付
け
る
資
料

と
し
て『

洞
谷
記』
お
よ
び
そ
の
他
の
文
書
が
訴
状
と
と
も
に
提
出

さ
れ
た
よ
う
で
、
こ
れ
ら
を
す
べ
て
網
羅
し
た
テ
キ
ス
ト
を
複
写
し

た
の
が
大
乗
寺
秘
本
の
底
本
の「

菊
堂
和
尚
御
真
筆
之
御
本」

で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
訴
状
の
中
に「

紹
瑾
遺
跡
所
々
遺
付

八
ヶ
寺
、
洞
谷
記

在
㍾之」

と
い
う
文
章
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
瑩
山
の
遺
跡
寺
院
八

カ
寺
に
つ
い
て
の
記
事
が
、

『

洞
谷
記』

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

「

紹
瑾
遺
跡
所
々
遺
付

八
ヶ
寺」
に
つ
い
て
述
べ

る
の
は
、
大
乗
寺
秘
本
の〔

76〕

に
該
当
す
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
訴
状
の
中
に『

洞
谷
記』

と
い
う
文
言
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
訴
状
は
、
元
来『

洞
谷
記』

に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
当
然
な
が
ら
畠
山
氏
か
ら
の
返
状
も
同
様
で

あ
る
。

こ
の
訴
状
は
、
峨
山
派
が
そ
の
門
下
の
寺
院
で
あ
る
総
持
寺・

浄

住
寺
の
寺
位
を
明
峰
派
の
中
心
寺
院
で
あ
る
大
乗
寺
と
等
し
く
す
る

こ
と
の
主
張
に
対
す
る
明
峰
派
の
反
論
を
述
べ
た
も
の
で
、
大
乗
寺

の
寺
位
が
浄
住
寺・

総
持
寺
と
斉
し
く
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

そ
の
証
拠
と
し
て
、
大
乗
寺
は
、
瑩
山
の
師
で
あ
る
徹
通
義
介（

一

二
一
九
～
一
三
〇
九）

の
開
闢
地
で
あ
り
、
瑩
山
門
下
の
僧
録
で
あ

る
明
峰
素
哲（

一
二
七
七
～
一
三
五
〇）

に
譲
与
し
た
寺
で
あ
る
こ

と
を
述
べ
て
い
る
。僧
録
と
は
僧
衆
の
録
事
を
司
る
職
名
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
門
下
の
筆
頭
で
あ
る
旨
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
ら

に
こ
の
訴
状
に
は
次
の
よ
う
に
、

其
上
明
峰
和
尚
者
、
於
㍼当
門
下
∩
可
㍾為
㍼僧
禄
㍽支
証
并

譲
与

之
御
状
在
㍾之
、
不
㍾可
㍾混
㍼浄
住
総
持
両
門
下
㍽者
歟
。

（

拙
稿「『

洞
谷
記』

二
種
対
照（

三）」〈『

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究

所
紀
要』

三
八
号
、
一
七
五
頁
上
段〉）

と
述
べ
る
よ
う
に
、明
峰
素
哲
が
瑩
山
門
下
の
僧
録
で
あ
る
証
拠
と
、

瑩
山
が
大
乗
寺
を
明
峰
素
哲
に
譲
与
し
た
こ
と
を
示
す
書
状
が
存
在

す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
れ
ら
の
書
状
は
、
大
乗
寺
秘

本
の
末
尾
部
分
に
書
写
さ
れ
て
い
る
数
点
の
文
書
の
こ
と
を
指
す
の

で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち「〔

78〕

明
峰
和
尚
置
文」「〔

79〕

此
外
諸
寺

事」
、「〔

81〕

洞
谷
門
下
僧
録
御
書」

の
三
段
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る

よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
三
段
は
、
本
来
は『

洞
谷
記』
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に
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
他
の
段
落
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
峨
山
派
と
の
訴

訟
の
証
拠
資
料
と
し
て
、
加
え
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る〔

78〕〔

79〕

〔

81〕

に
は
さ
ま
れ
る〔

80〕

は
、「

能
州
洞
谷
山
永
光
寺
瑩
山
和
尚

語
録」

と
題
さ
れ
る
、
侍
者
の
源
祖

（

７）

に
よ
る
瑩
山
の
上
堂
語
の
記
録

で
あ
る
。
こ
の
段
は〔
78〕〔

79〕〔

81〕

の
よ
う
に
明
峰
素
哲
の
優

位
性
を
示
す
記
事
で
は
な
い
が
、
訴
訟
関
係
の
記
事
以
外
の
ほ
と
ん

ど
の
段
が
、
瑩
山
の
記
し
た
も
の
で
、
し
か
も
日
記
体
と
い
う
体
裁

を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
趣
を
異
と
し
て
い
る
点
や
、
大
乗

寺
秘
本
の
末
尾
部
分
の
こ
の
位
置
に
排
列
さ
れ
て
い
る
点
、そ
し
て
、

全
く
別
の
成
立
過
程
を
経
て
い
る
流
布
本
系
に
は
、
こ
の
段
が
元
来

存
在
し
な
か
っ
た
点

（

８）

な
ど
か
ら
、
本
来
は『

洞
谷
記』
と
は
別
の
資

料
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
数
段
の
直
前
の「〔

77〕

諸
門
人
中
悉
知」

は
、

浄
住
寺・

総
持
寺・

光
孝
寺・

放
生
寺
の
住
持
補
任
の
基
準
に
つ
い

て
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
も〔

78〕〔

79〕〔

81〕

の
よ
う
に
明
峰
素
哲

の
優
位
性
を
示
す
記
事
と
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
が
、こ
の
段
は
、

前
段（〔

76〕）

に
付
随
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

〔

76〕

は
流
布
本

系
で
は
、

「

山
僧
遺
跡
寺
寺
置
文」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら
れ
お

り
、
こ
れ
は
、
永
光
寺
を
は
じ
め
と
す
る
瑩
山
の
遺
跡
寺
院
の
瑩
山

門
下
に
お
け
る
位
置
付
け（

ラ
ン
ク
付
け）

を
内
容
と
す
る
。
こ
れ

ら
は
日
記
体
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
見

す
る
と
、
後
の
付
加
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

峨
山
派
と
の
争
い
に
お
け
る
訴
状
の
中
で
、

〔

76〕

が『

洞
谷
記』

に

存
在
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
段
は
、
少
な

く
と
も
大
乗
寺
秘
本
の
底
本
の
成
立
時
に
は
、

『

洞
谷
記』

に
含
ま
れ

て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
乗
寺
秘
本
の
末
尾
の
五
段
、
す
な
わ
ち

〔

78〕

～〔

83〕

は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の『

洞
谷
記』

に
は
含
ま
れ
な
か
っ

た
と
考
え
て
い
い
よ
う
だ
。

四
、『

洞
谷
記』

の
原
本

大
乗
寺
秘
本
が
書
写
さ
れ
た
の
は
、
永
享
四
年（

一
四
三
二）

の

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
底
本
と
な
っ
た
菊
堂
書
写
本
の
成
立
は
、
巻
末

部
分
に
あ
る
訴
訟
の
記
録
に
あ
る
応
永
二
二
年（

一
四
一
五）

か
ら

大
乗
寺
秘
本
が
書
写
さ
れ
た
一
四
三
二
年
ま
で
の
間
で
あ
り
、
そ
れ

は
瑩
山
の
示
寂
か
ら
お
よ
そ
百
年
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
大
乗
寺
秘
本
は
、
文
章
の
排
列
が
年
月
日
の
順
に
な
っ
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て
い
な
い
こ
と
や
、
年
号
の
表
記
の
正
し
さ
な
ど
か
ら
、
よ
り
原
形

に
近
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、『

洞
谷

記』

の
原
形
は
、
現
存
す
る
す
べ
て
の
テ
キ
ス
ト
の
巻
頭
に
あ
る「

洞

谷
記」

と
い
う
標
題
の
後
に
、「

開
山
瑩
山
記
録」

（

拙
稿「『

洞
谷
記』

二
種
対
照（

一）」
一
八
九
頁）

と
あ
る
よ
う
に
、
瑩
山
が
記
録
し
た
日

常
の
出
来
事
や
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
雑
感
、
い
わ
ば
瑩
山
の
日
記
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
文
章
排
列
が
年
月
日
の
順
に
な
っ
て
い
な
い
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
瑩
山
の
日
記
が
、
複
数
の
冊
子（

綴
り）

ま
た

は
巻
子
に
分
か
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
ば
ら
ば
ら
の
メ
モ
を
何
部

か
に
分
け
て
綴
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「

大
乗
寺
秘
本
の
段
落
排
列
表」

を
見
る
と
、

〔
１〕
～〔

18〕

、

〔

24〕

～〔

34〕

、〔

37〕

～〔

43〕

、

〔

44〕

～〔

48〕

、

〔

50〕

～〔
53〕

、

〔

55〕

～〔

76〕

の
六
つ
の
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
若
干
の
前
後
は
あ
る
も

の
の
、
ほ
ぼ
年
月
日
の
順
に
な
っ
て
い
る

（

９）

。
し
か
し
な
が
ら
、〔
12〕

〔

19〕〔

22〕〔

31〕〔

35〕〔

36〕〔

40〕〔

54〕〔

77〕〔

80〕

に
は
年
月

日
の
記
載
が
な
く
、〔

20〕〔

21〕〔

23〕〔

27〕〔

49〕

は
前
後
の
段
落

に
比
べ
、
著
し
く
年
月
日
の
隔
た
り
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
含

み
、

『

洞
谷
記』

の
原
本
と
な
っ
た
資
料
の
形
態
に
つ
い
て
、
考
察
を

加
え
る
こ
と
と
す
る
。

〔

１〕

～〔

19〕

こ
の
部
分
は
、
元
亨
四
年（

一
三
二
四）

か
ら
正
中
元
年（

一
三

二
五）

の
記
事
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
若
干
の
日
付
の
前
後
は
あ
る

が
、
ほ
ぼ
年
月
日
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら〔

12〕

お

よ
び〔

19〕

に
は
年
月
日
の
記
載
が
な
い
。〔

12〕

は
、「

遺
跡
諸
寺

之
用
心
置
文
一
通
継
目
加
㍼判
形
㍽」 （

同
、
二
〇
三
頁）

と
あ
る
だ
け
で
、

こ
こ
に
は
本
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
置
文
の
本
文
に
該
当

し
そ
う
な
も
の
は
、〔

76〕〔

77〕

の
二
つ
の
段
落
で
あ
る
。

〔

76〕

は「

一
、
洞
谷
山
者」

で
始
ま
る
元
亨
三
年（

一
三
二
三）

一
〇
月
九
日
付
の
文
書
の
写
し
で
、
流
布
本
系
の
テ
キ
ス
ト
で
は
大

乗
寺
秘
本
に
は
存
在
し
な
い
標
題「

山
僧
遺
跡
寺
寺
置
文」

が
付
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て〔

77〕

は
、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
れ
に
続
く

も
の
で
、
こ
の
二
つ
の
段
落
で
以
て
一
通
の
文
書
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、〔

12〕

は
、
前
後
の
数
段
と
比
べ
、
時
期・

内
容・

形
態
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
異
質
の
文
章
で
、
瑩
山
の
日
記
と

は
別
の
文
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
一
文
が
な
ぜ
こ

こ
に
排
列
さ
れ
た
の
か
理
解
に
苦
し
む
。

考
え
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
は
、
も
と
も
と〔

76〕〔

77〕

の
原
本
と
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な
っ
た
一
通
の
文
書
は
、

「

遺
跡
諸
寺
之
用
心
置
文
継
目
加
㍼判
形
㍽」

と

書
か
れ
た
包
紙
に
包
ま
れ
て
い
た
が
、
瑩
山
が
包
紙
を
再
利
用
し
、

正
中
二
年
四
月
か
ら
五
月
頃
の
出
来
事
を
記
録
す
る
の
に
用
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、〔

19〕
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、「

孝
服
可
㍾着
人
々」

（

同
、
二
〇
六
頁）

と
題
さ
れ
る
文
章
で
、
瑩
山
が
弟
子
た
ち
に
対
し

自
ら
の
葬
儀
に
著
け
る
べ
き
孝
服
す
な
わ
ち
喪
服
に
つ
い
て
示
す
段

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
る
の
は
、
や
は
り
瑩
山
が
自
身

の
示
寂
が
近
い
こ
と
を
感
じ
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、

こ
れ
が
書
か
れ
た
の
は
、
正
中
二
年
八
月
一
五
日
の
遷
化
に
そ
れ
ほ

ど
遡
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
流
布
本
系
で
は
遷
化
直
前
の
こ
と
と

考
え
た
よ
う
で
、
瑩
山
遷
化
を
記
す
段
の
直
前
に
こ
の
文
章
を
排
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
大
乗
寺
秘
本
で
は
こ
の
文

章
の
前
に
、
遷
化
し
た
年
の
記
事
が
続
い
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
れ
ら

に
続
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
直
前
の
文
章
は
、
五
月
二
〇
日
付
の

記
録
で
あ
る
が
、

「

次
五
月
廿
日」

と
あ
る
よ
う
に
、
後
に
回
想
し
て

記
録
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、

〔

19〕

が
書
か
れ
た

の
は
、
一
連
の
こ
の
年（

正
中
二
年）

の
記
事
の
う
ち
、
最
も
新
し

い
七
月
二
八
日
か
ら
遷
化
し
た
八
月
一
五
日
ま
で
の
間
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
次
の〔

20〕

は
、
文
保
二
年（

一
三
一
八）

に
記
さ
れ

た
記
事
で
あ
り
、
極
端
に
異
な
っ
た
時
期
の
記
録
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
、〔

１〕

か
ら〔

19〕

は
、
そ
の
形
態
は
判
ら
な
い

が
、
一
つ
に
綴
じ
ら
れ
た
資
料
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〔

20〕

～〔

36〕

こ
れ
ら
は
、
永
光
寺
建
立
の
由
来
を
述
べ
る
部
分
で
あ
る
。〔

24〕

か
ら〔

34〕

は
、〔

27〕〔

31〕

を
除
き
、
文
保
元
年（

一
三
一
七）

か
ら
翌
二
年
の
記
事
で
あ
り
、ほ
ぼ
年
月
日
順
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、〔

20〕

か
ら〔

36〕

は
、
元
来
、
一
冊（

一
綴）

に

な
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、〔

21〕

は
、
元
応
二
年

（

一
三
二
〇）

大
晦
日
の
小
参
を
、
末
尾
に「

元
応
三
年
辛
酉
孟
春
日

記」
（

同
、
二
〇
七
頁）

と
あ
る
よ
う
に
、
翌
元
旦
に
記
し
た
、
か
な

り
長
文
の
記
事
で
あ
り
、
こ
の
段
は
綴
り
と
は
別
の
文
書
で
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
こ
の
段
に
は「

示
㍼当
山
因
由
㍽曰」

と
あ
る
よ
う

に
、
恐
ら
く
は
、
元
来
、
独
立
し
た
紙（

あ
る
い
は
巻
子）

に
記
さ

れ
た
も
の
で
、
永
光
寺
建
立
の
由
来
示
す
と
い
う
内
容
が
共
通
す
る

こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
挿
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た〔

20〕

は
、
文
保
二
年（

一
三
一
八）

秋
に
記
さ
れ
た
、「

瑩

山
始
踏
㍼当
山
㍽夜」

（

同
、
二
〇
六
頁）

で
始
ま
る
偈
文
で
あ
り
、
大
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乗
寺
流
布
本
の
底
本・

永
光
秘
録
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
一
段
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
は〔

21〕

と
同
様
に
元
来
独
立
し
た

文
書
で
あ
っ
た
も
の
が
、
永
光
寺
開
創
前
の
様
子
を
描
く
も
の
と
し

て
、〔

22〕

か
ら〔
36〕

と
と
も
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
か
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
の『

洞
谷
記』
の
編
集
時
に
こ
こ
に
挿
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に〔

22〕〔

23〕
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
流
布
本
系
で
は

巻
頭
に
あ
る「

洞
谷
山
永
光
寺
草
創
記」

（

同
、
二
一
一
頁）

と
そ
れ

に
続
く
段
落
に
該
当
す
る
も
の
で
、
永
光
寺
の
土
地
が
寄
進
さ
れ
た

経
緯
を
述
べ
る
部
分
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
寄
進
者
が
発
心
施
与

し
た
時
期
を
示
す「

正
和
二
年
壬
子
春」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
正
和
二
年（

一
三
一
三）

の
干
支
は
壬
子
で
は
な
く
、

こ
れ
は
正
和
元
年
の
干
支
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
前
後
の
段

落
の
年
号
と
は
隔
た
り
が
あ
る
。恐
ら
く
、こ
れ
ら
が
記
録
さ
れ
た
の

は
、
か
な
り
後
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。〔

22〕
～〔

36〕

の
各
段
を
見
る
と
、日
付
ま
で
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
わ
ず
か
で
あ

る
が
、
内
容
の
上
か
ら
も
ま
と
ま
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
土
地
の
寄

進
か
ら
暫
ら
く
の
間
の
出
来
事
を
、
瑩
山
が
後
に
回
想
し
て
書
き
留

め
た
記
録
の
綴
り
が
、
こ
の
部
分
の
原
本
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
末
尾
に
あ
る

〔

35〕〔

36〕

は
年
月
日
の
記
載
が
な
い
が
、

〔

35〕

は
洞
谷
山
と
い
う

永
光
寺
の
山
号
の
由
来
を
述
べ
る
段
で
あ
る
し
、

〔

36〕

は
寄
進
者
の

平
氏
女
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
で
あ
り
、
内
容
の
上
で
も〔

34〕

ま

で
と
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
た
だ
、
そ
れ
以
前
に
平

氏
女
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
、〔

22〕

お
よ
び〔

24〕

で
あ
り
、

〔

36〕

は
、
本
来
は
こ
の
あ
た
り
に
挿
入
す
べ
き
文
章
だ
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

〔

37〕

～〔

43〕

こ
の
部
分
は
、〔

40〕

を
除
き
、
元
応
三
年（

一
三
二
一）

の
年
記

が
あ
る
記
事
で
あ
る
。〔

40〕
（

同
、
二
一
九
頁）

は
、
年
月
日
の
記
載

が
な
い
、
永
光
寺
の
本
尊
お
よ
び
脇
士
の
作
成
の
由
来
を
語
る
記
事

で
あ
る
。
永
光
寺
の
本
尊・

脇
侍
に
つ
い
て
は
、〔

66〕
（

同（

二）

、

二
〇
三
頁）

に
、
元
亨
二
年（

一
三
二
二）

八
月
一
六
日
の
こ
と
と
し

て
、
そ
の
安
座
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
か
ら
、

〔

40〕

は
、
そ
れ
よ
り

も
早
い
時
期
の
記
録
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

〔

40〕

の
前
後
の
各

三
段
を
見
る
と
前
三
段
は
元
応
三
年
、
後
三
段
は
元
亨
元
年
の
記
事

を
載
せ
て
い
る
。
元
応
三
年
は
二
月
に
改
元
さ
れ
元
亨
と
な
っ
て
い

る
か
ら
、
い
ず
れ
も
同
じ
年（

一
三
二
一）

の
出
来
事
と
な
る
。
そ
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れ
故
に〔

37〕

か
ら〔

43〕

の
原
本
は
一
冊（

一
綴）

に
ま
と
ま
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
段
も
一
三
二
一
年
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

〔

44〕

～〔
54〕
、〔

67〕

～〔

77〕

こ
れ
ら
の
段
落
は〔
49〕

お
よ
び〔

54〕

を
除
き
、
元
亨
三
年
の

記
事
と
な
っ
て
い
る
。〔
49〕 （

同（

一）

、
二
二
二
頁）

は
、
元
亨
元
年

一
一
月
二
五
日
付
の
永
光
寺
の
第
二
の
首
座
で
あ
る
峨
山
韶
碩
の
初

め
て
の
秉
払
を
述
べ
る
段
で
あ
る
が
、
前
後
の
段
落
と
比
べ
時
期
の

差
異
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら〔
49〕

は
前
後
と
は
全
く
別
の

記
録
で
あ
り
、
元
来
単
独
の
記
録
で
あ
っ
た
か
、
他
の
綴
り
か
ら
分

離
し
て
し
ま
っ
た
も
の
が
こ
こ
に
混
入
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
元
亨
元

年
一
一
月
二
五
日
の
日
付
か
ら
考
え
る
と
、
元
亨
元
年
一
一
月
二
日

付
の〔

41〕

の
直
後
、
あ
る
い
は
同
年
一
二
月
二
〇
日
付
の〔

55〕

の
直
前
に
入
る
べ
き
記
事
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、〔

44〕

か
ら〔

48〕

お
よ
び〔

50〕

か
ら〔

53〕

の
年
記
を

見
て
み
る
と
、〔

44〕

と〔

50〕

は「

元
亨
三
年」

の
年
号
を
載
せ
る

の
に
対
し
、
そ
の
他
は
年
号
を
省
略
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
原
本
に

お
い
て
、そ
れ
に
先
立
つ
文
章
が
あ
っ
た
こ
と
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

〔

44〕〔

45〕

を
み
る
と〔

44〕

が
後
の
日
付
に
な
っ

て
お
り
、〔

44〕

は〔

52〕

の
直
前
に
入
る
べ
き
記
事
で
あ
る
。
一

方
、〔

45〕

は
元
来
、〔

44〕

に
続
い
て
書
か
れ
て
い
た
も
の
で
は
な

く
、
日
付
の
上
か
ら
言
っ
て
も〔

51〕

に
続
く
も
の
と
見
て
い
い
よ

う
だ
。

〔

51〕

は
、
四
月
八
日
付
の
記
事
で
あ
る
が
、
同
日
の
記
事
が

も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
瑩
山
が
明
峰
素
哲
に
伝
衣
し
た
こ
と

を
記
す〔

75〕

で
あ
る
。〔

51〕

に
は
、「

大
乗
有
㍼分
院
首
座
∩
洞
谷

有
㍼分
説
首
座
∩
紹
瑾
、
素
哲
也
。」 （

同
、
二
二
三
頁）

と
明
峰
素
哲

が
永
光
寺
の
分
説
の
首
座
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

〔

75〕

は
、〔

51〕

の
直
前
に
記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、〔

44〕

か
ら〔

53〕

お
よ
び〔

75〕

の
元

亨
三
年
の
出
来
事
を
記
す
各
段
は
、
も
と
は
一
冊
な
い
し
二
冊
に
綴

じ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
紙
の
破
損
な
ど
で
幾
つ
か
の
部
分
に
分
離

し
て
し
ま
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
メ
モ
書
き
の
よ
う
な
も
の
が
綴
じ

ら
れ
ず
に
単
に
重
ね
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に〔

49〕

が

混
入
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。

元
亨
三
年
の
記
事
は
他
に
も〔

67〕

か
ら〔

74〕

お
よ
び
、〔

76〕

〔
77〕

が
あ
る
が
、〔

67〕

か
ら〔

74〕

は
、
五
老
峰
お
よ
び
伝
灯
院

（
）

の
建
立
を
め
ぐ
る
記
録
で
あ
り
、

〔

69〕

ま
で
が
五
老
峰
、
そ
れ
以
降

が
伝
灯
院
に
か
か
わ
る
記
事
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
内
容
か
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ら
し
て
、
一
連
の
元
亨
三
年
の
記
録
と
は
別
の
つ
づ
り
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
く
、
し
か
も
五
老
峰
と
伝
灯
院
で
は
別
々
に
記
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、〔

76〕〔
77〕

も
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
独
立
し
た
一

連
の
元
亨
三
年
の
記
事
と
は
別
の
記
録
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、〔

54〕

は「
洞
谷
十
境

加
㍼小
序
㍽」 （

同
、
二
二
四
頁）

と

題
さ
れ
る
洞
谷
山
永
光
寺
の
一
〇
の
名
所
に
対
す
る
、
瑩
山
が
詠
っ

た
偈
文
と
各
名
所
の
説
明
を
載
せ
る
段
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
年
月
日

の
記
載
が
な
い
が
、
勝
蓮
峰
に
つ
い
て
述
べ
る
部
分
に「

昔
在
㍼観
音

堂
∩
名
㍼勝
蓮
寺
⊿
破
壊
年
久
、
而
又
立
㍼観
音
堂
㍽」

と
あ
る
の
が
ひ

と
つ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
言
う
再
建
さ
れ
た
観

音
堂
と
は
、
勝
蓮
峰
円
通
院
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は〔

60〕

に
元
亨
二
年
六
月
一
八
日
に
建
立
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る（

同

（

二）

、
一
九
六
頁）

。

さ
ら
に
は
、
埋
死
谷
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は「

又
名
㍼五
老

峰
∩
五
代
祖
在
㍼此
谷
中
㍽」 （

同（

一）

、
二
二
六
頁）

と
あ
り
、「

五
老

峰」

の
語
が
見
え
る
。五
老
峰
の
建
立
に
つ
い
て
は
、〔

67〕

に「

元

亨
三
年
癸
亥
四
月
八
日
、以
㍼吉
日
良
辰
六
合
日
∩
引
㍼始
五
老
峰
地
㍽」

（

同（

二）

二
〇
四
頁）

と
普
請
の
開
始
を
述
べ
る
こ
と
か
ら
、〔

54〕

は
一
三
二
三
年
四
月
八
以
降
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

ま
た
前
後
の
段
落
を
見
る
と
、前
段
は
一
三
二
三
年
一
二
月
一
一
日
、

後
段
は
一
三
二
一
年
一
二
月
二
〇
日
の
記
事
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の

段
は
原
本
に
お
い
て
も
前
段
の〔

53〕

に
続
く
も
の
で
、
一
三
二
三

年
一
二
月
か
、
そ
れ
か
ら
あ
ま
り
下
ら
な
い
時
期
に
書
か
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

〔

55〕

～〔

66〕

こ
れ
ら
は
、
元
亨
元
年
歳
末
か
ら
翌
二
年
の
記
録
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
原
本
は
、
日
付
か
ら
見
て
少
な
く
と
も〔

61〕

ま
で
と

〔

62〕

以
降
の
二
つ
の
綴
り
に
分
か
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。〔

61〕

は
日
付
の
記
載
は
な
く「

夏
始」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、四
月
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
、次
の〔

62〕

が
四
月
三
日
の

記
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
れ
に
付
随
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、こ

の
段
の
み
日
付
が
明
確
で
は
な
く「

夏
始」

と
な
っ
て
い
る
の
は
、

し
ば
ら
く
時
間
を
お
い
て
か
ら
記
さ
れ
た
記
事
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、年
号
も「

同」

と
い
う
表
現
に
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
に
先
立
つ
文
章
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。こ
の
こ
と
か

ら
、
こ
れ
は
直
前
の
段
の
六
月
一
八
日
よ
り
後
に
記
録
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
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五
、
ま
と
め

『

洞
谷
記』
は
、
前
述
の
訴
状
に
あ
る
応
永
二
二
年（

一
四
一
五）

八
月
一
日
に
は
、
既
に
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
原
本
と
な
っ
た
の
は
、

瑩
山
が
日
ご
ろ
書
き
溜
め
た
日
記
等
の
記
録
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
雑
然
と
綴
ら
れ
た
り
し
て
数
部
に
分
か
れ
た
も
の
で
、

必
ず
し
も
整
理
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
考
察
し
た
よ

う
に
、
あ
る
も
の
は
綴
ら
れ
、
あ
る
も
の
は
ば
ら
ば
ら
に
保
存
さ
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
ま
り
編
集
す
る
こ
と
な
く
書
写
し

て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の『

洞
谷
記』

が
出
来
上
が
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
の
中
で
、
そ
れ
に
最
も
近
い
形
態
を
有
す
る

の
が
古
写
本
系
唯
一
の
写
本
で
あ
る
大
乗
寺
秘
本
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
大
乗
寺
秘
本
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な

く
、
内
容
の
上
で
は
、
巻
末
に
あ
る
訴
訟
関
係
の
記
事（〔

81〕〔
82〕）

と
そ
れ
に
付
随
す
る
明
峰
素
哲
の
優
位
性
を
証
明
す
る
記
事（〔

79〕

〔

81〕〔

82〕）

、「

瑩
山
和
尚
語
録」（〔

80〕）

、
お
よ
び
奥
書（〔

83〕）

を
除
い
た
も
の
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
よ
う
で
あ
る
。
大
乗
寺
秘
本

は
、
文
章
排
列
が
未
整
理
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
い
形
態
を
保
っ
て

い
る
と
さ
れ
る
が
、
峨
山
派（

総
持
寺・

浄
住
寺）

と
の
争
い
に
お

け
る
明
峰
派
側（

大
乗
寺・

永
光
寺）

の
優
位
性
を
示
す
証
拠
資
料

と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
若
干
の
意
図
的
な
段
落
の
配
置
替

え
も
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

特
に
そ
れ
は〔

67〕

以
降
の
記
事
に
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ

て
元
亨
三
年（

一
三
二
三）

の
記
事
で
あ
り
、
後
に
付
加
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る〔

79〕

以
降
の
記
事
の
直
前
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
永
光
寺
が
日
本
曹
洞
宗
の
中
枢
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
示
す
五

老
峰
お
よ
び
伝
灯
院
の
建
立
に
関
わ
る
文
章
と
瑩
山
の
明
峰
素
哲
へ

の
伝
衣
と
、
瑩
山
の
遺
跡
寺
院
の
ラ
ン
ク
付
け
な
ど
の
記
事
が
並
ん

で
お
り
、
い
ず
れ
も
明
峰
派
側
の
優
位
性
を
示
す
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
や
は
り
こ
れ
ら
は
、
訴
訟
に
有
利
に
働
く
よ
う
、
意
図
的
に
オ

リ
ジ
ナ
ル
の『

洞
谷
記』

か
ら
抽
出
さ
れ
、
こ
こ
に
配
置
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
。
こ
の
年
の
記
事
は
こ
の
他
に
も〔

44〕

か
ら〔

54〕

が
存

在
し
、
そ
れ
は
少
し
前
の
位
置
に
排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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大
乗
寺
秘
本
の
段
落
排
列
表

〔

15〕

当
山
住
次
尊
宿
…
正
中
乙
丑
初
秋
二
日
記

〔

14〕

同
廿
四
日
、
先
師
奘
和
尚
月
忌
諷
経

〔

13〕

正
中
二
乙
丑
五
月
廿
三
日
、
発
㍼両
願
㍽

〔

12〕

遺
跡
諸
寺
之
用
心
置
文

〔

11〕

同
十
四
日
、
覚
明
庵
主
、
持
㍼参
布
薩
籌
竹
㍽曰

〔

10〕

同
十
五
日
、
結
夏
日
入
院

〔

９〕

同
十
二
日
…
門
㍼送
加
州
宝
応
寺
坊
主
職
㍽

〔

８〕

正
中
二
年
乙
丑
四
月
十
一
日
、
照
円
観
聴
㍼許
戒
法
㍽

〔

７〕

七
月
六
日
庚
辰
、
額
入
寺

〔

６〕

七
月
七
日
、
總
持
寺
住
持
職
、
譲
㍼与
碩
首
座
峨
山
老
㍽

〔

５〕

五
月
廿
九
日
、
始
開
㍼僧
堂
㍽

〔

４〕

五
月
十
六
日
、
為
㍼總
持
寺
僧
堂
開
㍽出
山

〔

３〕

同
四
月
八
日
、
開
堂
法
儀
次
序

〔

２〕
同
二
月
九
日
、
以
㍼鬼
宿
…
等
吉
日
㍽法
堂
地
引
始

〔

１〕
元
亨
四
年
甲
子
三
月
三
日
、
法
座
鉞
立

見

出

等

一
三
二
五
年

一
三
二
五
年

一
三
二
五
年

一
三
二
五
年

一
三
二
五
年

一
三
二
五
年

一
三
二
五
年

一
三
二
四
年

一
三
二
四
年

一
三
二
四
年

一
三
二
四
年

一
三
二
四
年

一
三
二
四
年

一
三
二
四
年 年

月

日

等七
月

二
日

五
月
二
四
日

五
月
二
三
日

四
月
一
四
日

四
月
一
五
日

四
月
一
二
日

四
月
一
一
日

七
月

六
日

七
月
七
～
一
二
日

五
月
二
九
日

五
月
一
六
日

四
月

八
日

二
月

九
日

三
月

三
日
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〔

33〕

文
保
二
年
戊
午
夏
末
、
自
㍼地
底
㍽掘
出
有
㍼大
石
㍽

〔

32〕

韶
碩
都
寺
、
祖
渓
侍
者
、
文
保
貳
年
初
夏

〔

31〕

観
音
、
当
山
先
本
尊
也

〔

30〕

又
文
保
二
年
戊
午
春
、
光
英
夢

〔

29〕

又
同
冬
、
迦
羅
天
来

〔

28〕

文
保
元
年
冬
安
居

〔

27〕

正
和
二
年
癸
丑
八
月
、
始
縛
㍼茅
屋
㍽

〔

26〕

十
月
二
日
、
移
徙

〔

25〕

同
秋
八
月
、
移
㍼此
屋
㍽

〔

24〕

文
保
元
年
丁
巳
、
感
㍼施
主
志
㍽

〔

23〕

正
和
二
年
壬
子
春
、
発
心
施
与

〔

22〕

当
山
者
、
賀
嶋
郡
…

〔

21〕

元
応
二
年
庚
申
、
除
夜
小
参
…
元
応
三
年
辛
酉
孟
春
日
記

〔

20〕
瑩
山
始
踏
㍼当
山
㍽夜
…
文
保
戊
午
秋
記
㍾之

〔
19〕

孝
服
可
㍾着
人
々

〔
18〕

次
五
月
廿
日
、
鎮
西
智
者
、
遠
訪
㍾風
来

〔

17〕

同
七
月
十
六
日
、
感
㍼瑞
夢
㍽云

〔

16〕

正
中
二
年
乙
丑
七
月
廿
八
、
渓
都
寺
、
尊
道
都
寺
、
相
㍼伝
戒
法
㍽

一
三
一
八
年

一
三
一
八
年

記
載
な
し

一
三
一
八
年

一
三
一
七
年

一
三
一
七
年

一
三
一
三
年

一
三
一
七
年

一
三
一
七
年

一
三
一
七
年

一
三
一
三（

二
？）

年 記
載
な
し

一
三
二
〇
年

一
三
一
八
年

記
載
な
し

一
三
二
五
年

一
三
二
五
年

一
三
二
五
年

夏
末

初
夏 春 冬 冬 八

月

一
〇
月

二
日

八
月 春

一
二
月
三
一
日

秋

五
月
二
〇
日

七
月
一
六
日

七
月
二
八
日
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〔

51〕

同
六
月
廿
五
日
、
普
説
令
㍾行
㍼入
室
㍽

〔

50〕

元
亨
三
年
四
月
十
四
日
、
擬
㍼小
座
湯
㍽而
点
湯

〔

49〕

元
亨
元
年
十
一
月
廿
五
日
冬
至
夜
、
碩
首
座
始
秉
払

〔

48〕

同
八
月
廿
九
日
、
証
㍼嗣
球
金
燈
㍽

〔

47〕

同
八
月
廿
七
日
、
任
㍼可
鉄
鏡
遺
状
㍽

〔

46〕

同
八
月
十
五
日
、
許
㍼戒
法
於
明
孤
峰
㍽

〔

45〕

同
三
年
癸
亥
七
月
廿
二
日
、
又
行
㍼嗣
法
㍽

〔

44〕

元
亨
癸
亥
十
月
廿
四
日
夜
、
寅
時
感
夢

〔

43〕

九
月
十
五
日
、
建
㍼宝
篋
印
塔
㍽

〔

42〕

七
月
廿
九
日
、
在
㍼于
当
山
㍽始
行
㍼嗣
法
㍽

〔

41〕

元
亨
元
年
辛
酉
、
本
願
主
海
野
三
郎
…
十
一
月
二
日
、
受
戒
法
名
妙
浄

〔

40〕

中
尊
釈
迦
牟
尼
仏

〔

39〕

元
応
三
年
二
月
四
日
、
見
㍼宝
積
経
㍽次

〔

38〕

予
者
従
毘
婆
尸
仏
時
…
元
応
三
年
立
春
歳
旦
夜

〔

37〕
初
任
首
座
可
鉄
鏡
禅
師
…
元
応
三
年
辛
酉
正
月
廿
八
日
、
遷
化

〔
36〕

抑
平
氏
女
者

〔

35〕

予
者
、
洞
山
高
祖
十
六
世
之
法
孫

〔

34〕

元
応
元
年
九
月
十
五
日
、
始
㍼羅
漢
供
㍽

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
一
年

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
一
年

一
三
二
一
年

一
三
二
一
年

記
載
な
し

一
三
二
一
年

一
三
二
一
年

一
三
二
一
年

記
載
な
し

記
載
な
し

一
三
一
八
年

六
月
二
五
日

四
月
一
四
日

一
一
月
二
五
日

八
月
二
九
日

八
月
二
七
日

八
月
一
五
日

七
月
二
二
日

一
〇
月
二
四
日

九
月
一
五
日

七
月
二
九
日

一
一
月

二
日

二
月

四
日

一
月

一
日

一
月
二
八
日

九
月
一
五
日
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〔

69〕

同
六
月
廿
三
日
、
五
老
峰
戌
亥
隅
、
霊
水
涌
出

〔

68〕

即
同
六
月
四
日
甲
子
日
寅
時
、
夢
予
歌
詠
云

〔

67〕

元
亨
三
年
癸
亥
四
月
八
日
、
以
㍼吉
日
良
辰
六
合
日
㍽

〔

66〕

同
十
六
日
辛
己
、
八
月
大
吉

〔

65〕

同
八
月
八
日
癸
酉
、
西
天
祇
園
精
舎
供
養

〔

64〕

同
廿
六
日
癸
亥
、
氏
女
六
合
日

〔

63〕

同
十
八
日
乙
卯
午
時
命
時

〔

62〕

元
亨
二
年
壬
戌
四
月
三
日
庚
子
申
立
時
、
仏
殿
鉞
立

〔

61〕

同
年
夏
始
、
伊
勢
国
僧
道
可
上
坐

〔

60〕

同
年
六
月
十
八
日
、
建
㍼勝
蓮
峰
円
通
院
㍽

〔

59〕

元
亨
二
年
二
月
廿
七
日
、
夢
云

〔

58〕

元
亨
二
年
壬
戌
正
月
十
四
日
、
願
生
々
年
八
十
三

〔

57〕

同
廿
二
日
、
予
問
㍼祖
忍
㍽

〔

56〕
同
廿
二
日
夜
、
感
夢

〔
55〕

元
亨
元
年
十
二
月
廿
日
夜
半
許
、
与
㍼簡
首
座
㍽

〔
54〕

洞
谷
十
境

加
㍼小
序
㍽

〔

53〕

十
一
日
、
有
㍾僧
衲
被
蒙
頭
打
坐

〔

52〕

臘
月
十
日
、
上
堂
拈
香

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
二
年

一
三
二
二
年

一
三
二
二
年

一
三
二
二
年

一
三
二
二
年

一
三
二
二
年

一
三
二
二
年

一
三
二
二
年

一
三
二
二
年

一
三
二
一
年

一
三
二
一
年

一
三
二
一
年

記
載
な
し

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

六
月
二
三
日

六
月

四
日

四
月

八
日

八
月
一
六
日

八
月

八
日

四
月
二
六
日

四
月
一
八
日

四
月

三
日

夏
始

六
月
一
八
日

二
月
二
七
日

一
月
一
四
日

一
二
月
二
二
日

一
二
月
二
二
日

一
二
月
二
〇
日

一
二
月
一
一
日

一
二
月
一
〇
日
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注

（

１）

大
乗
寺
流
布
本
は
、
そ
の
奥
書
か
ら
、
享
保
三
年（

一
七
一
八）

、

大
乗
寺
三
三
世
知
燈
照
玄（

一
六
六
五
～
一
七
三
九）

が
永
光
寺
の「

室

中
所
伝
之
秘
録」

を
底
本
と
し
て
重
輯
し
、

「

大
乗
寺
室
中
之
古
本」

と

相
違
す
る
字
句
を
注
と
し
て
載
せ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

そ
し
て
、
こ
の
大
乗
寺
流
布
本
を
底
本
と
し
て
永
光
寺
本
が
、
さ
ら
に

〔

83〕

日
本
永
亨
四
年
壬
子
卯
月
廿
九
日
…（

奥
書）

〔

82〕

住
持
職
人
可
㍾帯
文
書
事
…
応
永
廿
二
年
四
月
五
日
…

〔

81〕

洞
谷
門
下
僧
禄
御
書
云
…
正
中
二
年
乙
丑
八
月
一
日
…

〔

80〕

能
州
洞
谷
山
永
光
寺
瑩
山
和
尚
語
録

侍
者
源
祖
編

〔

79〕

此
外
諸
寺
事
…
観
応
元
年
庚
寅
三
月
廿
三
日
…

〔

78〕

明
峰
和
尚
置
文

〔

77〕

諸
門
人
中
悉
知

〔

76〕

一
、
洞
谷
山
者
…
元
亨
三
年
癸
亥
十
月
九
日

〔

75〕

元
亨
三
年
癸
亥
六
月
廿
五
日
、
哲
首
座
立
僧
入
室

〔

74〕

天
童
浄
和
尚
、
大
宋
紹
定
二
年
己
丑
七
月
十
七
日
、
逝

〔

73〕
元
亨
三
年
、
月
次
諷
経
始

〔
72〕

九
月
十
三
日
、
上
棟

〔

71〕

八
月
廿
二
日
、
鉞
立

〔

70〕

元
亨
三
年
癸
亥
四
月
八
日
、
伝
灯
院
地
引
始

一
四
三
二
年

一
四
一
五
年

一
三
二
五
年

記
載
な
し

一
三
五
〇
年

記
載
な
し

記
載
な
し

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

一
三
二
三
年

四
月
二
九
日

四
月

五
日

八
月

一
日

三
月
二
三
日

一
〇
月

九
日

六
月
二
五
日

九
月
一
三
日

八
月
二
二
日

四
月

八
日
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は
永
光
寺
本
を
底
本
と
し
て
駒
大
本
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
詳

し
く
は
、
拙
稿「

流
布
本『

洞
谷
記』

の
諸
本
成
立
に
つ
い
て」（『

禅

研
究
所
紀
要』

二
九
号
、
平
成
一
三
年
三
月）

参
照
。

（

２）

松
田
文
雄「

洞
谷
記
に
つ
い
て
─
─
瑩
山
禅
師
研
究
の
資
料
点
検

─
─」（『
宗
学
研
究』

第
八・

九
号
、
昭
和
四
一・

四
二
年）

、
大
谷
哲

夫「「

洞
谷
記」
の
原
形
に
つ
い
て
の
一
試
論
─
─
大
乗
寺
秘
本「

洞
谷

記」

を
中
心
に
し
て
─
─」（『

宗
学
研
究』

第
一
六
号
、
昭
和
四
九
年）

、

竹
内
弘
道「

瑩
山
禅
師
の
著
作
に
つ
い
て（

三）

─
─
古
写
本『

洞
谷

記』

と
流
布
本『

洞
谷
記』
─
─」（『

曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
紀
要』

創

刊
号
、
昭
和
六
三
年）

、
高
崎
直
道「『

洞
谷
記』

管
見」（『

鶴
見
大
学

仏
教
文
化
研
究
所
紀
要』

第
二
号
、
平
成
九
年）

な
ど
参
照
。

（

３）

前
注
参
照
。

（

４）

大
谷
前
掲
論
文（

一
一
一
頁）

、
竹
内
前
掲
論
文（

七
一
頁）

な
ど

参
照
。

（

５）

大
谷
前
掲
論
文（

一
〇
九
～
一
一
〇・

一
一
二
頁）
、
竹
内
前
掲
論

文（

七
〇
頁）

参
照
。

（

６）

こ
の
訴
状
と
そ
の
返
状
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

住
持
職
人
可
㍾帯
文
書
事

明
峰
派
峨
山
派
儀
絶
之
時
、
管
領
畠
山
方
訴
訟
目
安

《

前
略》

日
本
八
坂
戒
妙
西
堂
、
建
仁
寺
西
堂
也
。
於
㍼永
光
寺
二
代
之
時
∩

不
㍾被
㍾行
、
近
来
有
㍼此
儀
⊿
又
三
日
、
大
渡
前
住
其
名
智
照
、
寒
巌

和
尚
小
師
也
。
参
㍼暇
永
平
寺
曇
希
和
尚
住
院
之
時
∩
雖
㍾競
㍼望
西

堂
位
∩
不
㍼敢
聴
許
∩
処
㍼上
座
位
∩
至
㍼夏
末
㍽任
㍼首
座
∩
乃
請
令
㍾

住
㍼持
永
平
⊿
是
則
自
家
訓
訣
一
介
也
。
又
中
比
、
雲
和
尚
之
時
、
南

禅
寺
西
堂
道
英
首
座
、
於
㍼永
平
寺
∩
竟
不
㍾被
㍾行
。

紹
瑾
遺
跡
所
々
遺
付

八
ヶ
寺
、
洞
谷
記
在
㍾之
。

日
本
越
州
永
平
寺
、
開
山
道
元
禅
師
。
加
州
大
乗
寺
者
、
永
平
三
代

徹
通
和
尚
開
闢
也
。

能
州
永
光
寺
者
、
大
乗
開
山
嫡
子
瑩
山
和
尚
開
闢
也
。

浄
住
総
持
之
二
ヶ
寺
者
、
同
瑩
山
和
尚
遺
跡
也
。
浄
住
寺
者
、
根
本

瑩
山
和
尚
之
悲
母
恵
観
大
姉
開
闢
也
。
瑩
山
和
尚
遷
化
之
後
、
児
孫

改
㍼易
慧
観
大
姉
∩
而
勧
㍼請
瑩
山
和
尚
∩
総
彼
二
ヶ
寺
、
混
㍼大
乗

寺
∩
而
態
不
㍾斉
、
支
証
明
鏡
也
。
于
㍾茲
従
㍼二
門
跡
∩
被
㍾申
子
細

者
、
大
乗
寺
与
㍼浄
住
総
持
二
箇
寺
㍽可
㍾斉
㍾位
。
其
故
者
、
大
乗
寺

者
、
譲
㍼明
峰
和
尚
㍽寺
也
。
浄
住
総
持
者
、
譲
㍼与
無
涯
峨
山
㍽寺
也
。

然
則
三
箇
寺
共
私
寺
也
。
故
可
㍾斉
㍾位
。
是
以
難
㍼心
得
㍽義
也
。
其

故
大
乗
寺
者
、
徹
通
和
尚
開
闢
地
也
。
瑩
山
和
尚
之
師
匠
也
。
豈

与
㍼師
之
寺
㍽斉
㍾位
。
其
上
明
峰
和
尚
者
、
於
㍼当
門
下
∩
可
㍾為
㍼僧

禄
㍽支
証
并

譲
与
之
御
状
在
㍾之
、
不
㍾可
㍾混
㍼浄
住
総
持
両
門
下
㍽者

歟
。
上
古
、
太
源
和
尚
総
持
寺
当
住
之
時
、
就
㍼永
光
寺
㍽有
㍼出
仕
⊿

其
時
、
帯
㍼赤
坐
具
㍽而
云
、
与
㍼大
乗
寺
前
住
㍽可
㍾斉
㍾位
。
自
㍼当

門
下
㍽押
㍾之
間
、
則
懸
㍼黒
坐
具
㍽有
㍼出
仕
⊿
中
比
、
光
恩
寺
無
等

和
尚
永
光
寺
住
院
時
、
被
㍼
訴
訟
㍽旨
者
、
西
堂
位
并

両
寺
名
字
、

就
㍼本
寺
㍽可
㍾被
㍾行
、
則
当
門
下
有
㍼評
議
∩
不
㍾被
㍾行
。
其
故
、
異

朝
如
浄
和
尚
之
時
、
於
㍼天
童
∩
惟
一
西
堂
、
不
㍾被
㍾行
㍼西
堂
位
⊿
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亦
日
本
於
㍼永
平
寺
∩
八
坂
海
妙
西
堂
并

智
照
和
尚
、
不
㍾被
㍾行
㍼西

堂
位
⊿
自
㍼上
古
㍽至
㍾今
、
当
門
下
、
不
㍾被
㍾行
㍼西
堂
位
∩
末
寺
名

字
就
㍼本
寺
㍽行
事
、
先
規
其
例
。
此
沙
汰
於
㍼法
中
㍽難
㍼落
居
㍽間
、

能
州
吉
見
殿
御
時
、
守
護
代
属
㍼五
井
∩
而
於
㍼永
光
寺
開
山
塔
伝
燈

院
㍽対
決
、
而
依
㍼理
非
∩
可
㍾有
㍼截
許
㍽被
㍾報
処
、
浄
住
総
持
両
門

下
、
起
㍼先
師
霊
骨
∩
捨
㍼塔
頭
㍽離
山
、
然
当
門
下
守
㍼本
寺
∩
住
院

二
十
余
年
。
爰
神
保
肥
前
入
道
、
依
㍾為
㍼総
持
寺
派
瑞
巌
和
尚
弟

子
∩
不
㍾
及
㍼
已
前
所
望
西
堂
位
名
字
沙
汰
∩
浄
住
総
持
之
前
住
、

就
㍼永
光
寺
∩
立
㍼東
堂
位
⊿
加
州
之
明
峰
派
儀
絶
、而
停
㍼止
出
仕
⊿

能
州
之
当
門
下
、
雖
㍾不
㍾可
㍼立
逢
∩
神
保
守
護
代
、
而
以
㍼権
威
∩

没
㍼倒
寺
院
∩
可
㍾押
㍼檀
那
所
領
㍽由
、
発
言
之
間
、
暫
失
㍼本
意
∩

立
逢
者
也
。

自
㍼畠
山
㍽殿
返
状

自
㍼加
州
大
乗
寺
∩
御
申
候
四
門
跡
寺
次
第
并

東
堂
位
事
、
大
乗
寺

方
訴
訟
為
㍼理
運
至
極
㍽之
上
者
、
至
㍼当
国
永
光
寺
㍽者
、
可
㍾打
㍼渡

明
峰
門
下
㍽之
状
、
如
㍾件
。

応
永
廿
二
年
四
月
五
日

在
判

遊
佐
美
作
入
道
殿

（

拙
稿「『

洞
谷
記』

二
種
対
照（

三）」（『

愛
知
学
院
大
学
禅
研
究
所
紀
要』

三
八
号
、
平
成
一
二
年
三
月）

一
七
四
頁）

（

７）

源
祖
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
に
は
名
の
知
れ
な
い
人
物
で
あ
る
。

東
隆
真
氏
は
、『

瑩
山
禅
師
の
研
究』（

昭
和
四
九
年
、
春
秋
社）

の
中

で
、

「

源
祖
と
は
珍
山
源
照
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。」（

二
二
三
頁）

と
述
べ
て
い
る
。

『

洞

谷
記』

に
よ
る
と
珍
山
は
瑩
山
の
法
嗣
で
、
四
門
人
六
兄
弟
の
一
人
に

数
え
ら
れ
て
い
る
。

（

８）

流
布
本
系
現
存
最
古
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
大
乗
寺
流
布
本
に
は
、

こ
の
段
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
底
本
と
な
っ
た「

永
光
室
中
所
伝
之
秘

録」

に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
、
大
乗
寺
流
布
本
の
編
集
時
に
、

こ
の
段
を
含
む
七
段
が「

大
乗
寺
室
中
秘
録」

よ
り
書
写
さ
れ
た
こ
と

が
文
中
に
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（

９）

年
月
日
の
若
干
の
前
後
が
あ
る
の
は
、
文
章
の
排
列
が
、
そ
の
事

象
が
起
こ
っ
た
順
で
は
な
く
、
記
録
し
た
順
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（

10）

五
老
峰
と
は
洞
谷
山
の
奥
頭
に
あ
る
土
饅
頭
の
こ
と
で
、
永
光
寺

所
蔵
の「

洞
谷
山
尽
未
来
際
置
文」（

重
文）

に
は
、
そ
こ
に
高
祖
如
浄

の
語
録
、
曽
祖
道
元
の
霊
骨
、
師
翁
懐
弉
の
血
経
、
先
師
義
介
の
嗣
書
、

白
身（

瑩
山）

の
嗣
書
を
安
置
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

伝
灯
院
は
、
永
光
寺
の
開
山
堂
の
こ
と
で
、
こ
れ
も
如
浄
以
下
五
師
を

祀
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
五
老
峰
お
よ
び
伝
灯
院
の
建

立
は
、
瑩
山
自
ら
が
中
国
曹
洞
宗
の
如
浄
、
さ
ら
に
は
釈
尊
の
法
脈
を

正
し
く
承
け
嗣
ぎ
、
そ
の
中
心
寺
院
と
な
る
の
が
永
光
寺
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。（『

瑩
山
禅
師
遺
墨
集
解
説』

大
本
山
總
持
寺
、

昭
和
四
九
年
、
六
お
よ
び
二
二
頁
参
照）


